
  

 

調査計画 

 

１ 調査の名称（□特定一般統計調査 ■その他の一般統計調査） 

職種別民間給与実態調査 

２ 調査の目的 

適正な公務員給与の検討を行うための基礎資料として、公務と共通する職務に従事する

民間事業所の従業員に係る給与の実態を把握することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

毎年４月分の最終給与締切日現在において、次の①及び②に掲げる条件をいずれも満

たす事業所 

  ① 企業規模が従業員（注１）100人以上であり、かつ、事業所規模が従業員50人以上の

事業所。ただし、次の経営形態のものを除く。 

ア 政府機関及びその関係機関 

イ 地方公共団体及びその関係機関 

ウ 大使館・領事館及び国際連合等の関係機関 

エ 企業組合等 

（注１）「従業員」とは、日本国内で常時勤務する従業員のうち、期間を定めず雇用されている者とし、取締役等の役員、臨時の者等を

除く。 

  ② 日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。（注２） 

ア 農業、林業 

イ 漁業 

ウ 鉱業、採石業、砂利採取業 

エ 建設業 

オ 製造業 

カ 電気・ガス・熱供給・水道業 

キ  情報通信業 

ク 運輸業、郵便業 

ケ 卸売業、小売業 

コ 金融業、保険業 



  

サ 不動産業、物品賃貸業 

シ 学術研究、専門・技術サービス業 

ス 宿泊業、飲食サービス業 

セ 生活関連サービス業、娯楽業 

ソ 教育、学習支援業 

タ 医療、福祉 

チ 複合サービス事業 

ツ サービス業 

（注２）本調査において調査対象とする職種については、別添１－①「調査指定職種」に掲げる範囲とする。 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

事業所：  約 10,100 （母集団の大きさ：約 50,400） 

（参考）前回（令和７年）調査 

   調査対象となった事業所の従業員：約501,200 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出（□全数階層あり） □有意抽出） 

 職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿（事業所の正社員数等の事業所情報が記

録された前回の本調査対象名簿を基に、事業所情報について、①変更等がないか事業所

に照会することにより補正、②事業所母集団データベースから提供を受けた最新の年次

フレームにより補正、③国税庁作成「源泉徴収義務者一覧表」により補正し、作成する。

なお、前回調査以降新規に設立された事業所は、②及び③により捕捉した後、①により

不足している情報を把握する。）を母集団とし、人事委員会別に層化無作為抽出により

選定する。 

事業所の抽出方法及び個人票の対象となる従業員の抽出方法については、別添１－②

「標本の抽出方法等」を参照。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

ア 事業所票（１） 

① 事業所名 

② 賞与及び臨時給与の支給従業員数及び支給総額（調査の前年（以下「前年」とい

う。）８月から調査の実施年（以下「調査年」という。）７月までの状況） 

③ ②の該当月及び調査年４月のきまって支給する給与の支給従業員数及び支給総額 

イ 事業所票（２） 



  

① 本年の給与改定及び賞与の支給の状況等 

② 住宅手当の支給状況等 

③ 国内異動における手当等の支給状況 

④ 高齢者雇用施策の状況 

ウ 初任給調査票 

① 本年の採用状況 

② 職種別・学歴別の採用者数及び初任給月額 

エ 個人票 

個々の職種別の従業員（当項目に限り、60歳で定年退職し、新たな雇用契約により

同一企業又はグループ企業（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第２項の

特殊関係事業主に限る。）に勤務する者を含む。）に係る以下の事項 

① 年齢、学歴 

② きまって支給する給与総額 

③ 時間外手当額 

④ 通勤手当額 

［集計しない事項の有無］無□ 有■ 

 事業所名は、回答状況の確認や疑義照会の際に用いるものであり、集計は行わない。 

（２）基準となる期日又は期間 

調査年４月分の最終給与締切日現在（給与・賞与・手当については、４月遡及改定を

含む。） 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

人事院 － 人事院地方事務局（所）及び都道府県・市・特別区人事委員会（以下「人

事委員会」という。） － 報告者 

（２）調査方法 

□郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

■電子メール） □調査員調査 ■その他（職員調査） 

［調査方法の概要］ 

ア 業務の分担  

① 人事院は、人事委員会と協議の上、調査の企画立案、調査票の設計及び作成、調

査事業所の抽出選定その他調査の統一を図るための調整事務を行う。 

② 人事院及び人事委員会は、協議の上、それぞれ調査を行う事業所を分担する。 

 



  

イ 調査員及び調査指導員 

① 人事院事務総長若しくは人事院地方事務局(所)長又は人事委員会事務局長は、常

勤職員の中から、調査員及び調査指導員を指名する。 

② 調査指導員は、人事院及び人事委員会において、この調査に関する事務を直接所

管する組織の責任者とする。 

③ 調査指導員は、この調査に関して、それぞれの機関の調査員を指導し、事務を統

括する。 

④ 調査員及び調査指導員は、調査票その他の関係書類について秘密の保持その他適

正な管理を行う。 

ウ 調査票の記入等 

① 調査票の記入は、全て、事業所を訪問した調査員が給与事務担当者に面接し、聞

き取りにより行う。ただし、報告者が、在宅勤務の実施等のために調査員の訪問を

希望しない場合は、Web会議システムを活用して、聞き取りを行う。また、報告者

が、電子メールでのやり取りを希望するときは電子メールを活用するとともに、事

業所票(1)及び初任給調査票については、オンライン調査システム（政府統計共同

利用システム）を活用したオンライン調査を行う。 

② 調査員は、所定の様式に電子入力を行い調査指導員に提出する。 

③ 調査指導員は、調査員から提出された調査データの審査を行い、審査の終わった

調査データを人事院事務総局給与局給与第一課長宛て提出する。 

④ 人事院は提出のあった調査データを取りまとめ、各人事委員会に該当分を送付す

る。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

   □１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（  ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年４月下旬～６月中旬 

ただし、上記期間内に夏季賞与が未支給又は夏季賞与の支給額が未集計の報告者につ

いては、７月下旬まで 

 

８ 集計事項 

    別添１－③「集計事項一覧」を参照。 

 



  

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部公表 □全部非公表）  

（２）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧） 

（３）公表の期日 

人事院は、概要を調査年の８月までに、詳細については同12月までに公表する。 

    

10 使用する統計基準等 

 ■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（       ） 

 □使用しない 

本調査の対象となる事業所の選定に当たっては、日本標準産業分類を用いる。集計に当

たっては、産業別に行わないことから、同分類を用いない。 

また、集計は、職業別ではなく、国家公務員に係る職階別の給与実態と比較するため、

独自の職種別区分（別添１－①を参照）で行うことから日本標準職業分類は使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

記入済み調査票 ５年 人事院事務総局給与局給与

第一課長 

各人事委員会事務局長 

調査票の内容を記録した電

磁的記録 

永年 人事院事務総局給与局給与

第一課長 

 

  



  

別添１－① 

調査指定職種 

本調査の対象とする職種は、次の 76 職種とする。ただし、完全年俸制の者、給与の基本

的部分が出来高給である者（同種従業員全体として見た場合に、出来高給が基本給総額の２

分の１以上のもの）、４月分給与の計算期間を正常に勤務しなかった者等は除く。 

初任給関係職種 

新卒事務員(大学卒) 新卒事務員(短大卒) 新卒事務員(高校卒) 

新卒技術者(大学卒) 新卒技術者(短大卒) 新卒技術者(高校卒) 

新卒船員(海上技術学校卒) 

新卒大学助教(大学卒) 新卒高等学校教諭(大学卒) 

新卒研究員(大学卒) 新卒研究補助員(短大卒) 新卒研究補助員(高校卒） 

準新卒医師 準新卒薬剤師 準新卒診療放射線技師 新卒栄養士 準新卒看護師 

準新卒准看護師 

事務関係職種 

支店長（構成員50人以上の支店(社)の長(取締役兼任者を除く。)) 

事務部長（①２課以上又は構成員20人以上の部の長、②職能資格等が①の部の長と同等と

認められる部の長及び部長級専門職（取締役兼任者を除く。）） 

事務部次長（①上記部長に事故等のあるときの職務代行者、②職能資格等が①の部の次長

と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職、③中間職（部長－課長間）） 

事務課長（①２係以上又は構成員10人以上の課の長、②職能資格等が①の課の長と同等と

認められる課の長及び課長級専門職） 

事務課長代理（①上記課長に事故等のあるときの職務代行者、課長に直属し部下に係長等

の役職者を有する者又は課長に直属し部下４人以上を有する者、②職能資格等が①の課

長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職、③中間職（課長－係長間）） 

事務係長（係の長、係長等の職名を有する者及び係長級専門職） 

事務主任（①係長等のいる事業所における主任、②係長等のいない事業所における主任の

うち、課長代理以上に直属し、部下を有する者、③係長等のいない事業所において、職

能資格等が上記主任と同等と認められる主任、④中間職（係長－係員間）） 

事務係員 

（注）「中間職（部長－課長間）」とは、部長と課長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が部長と課長

の間に位置付けられる者をいう。「中間職（課長－係長間）」とは、課長と係長の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等

級（格付）から職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう。「中間職（係長－係員間）」とは、係長と係員の両方がいる場合で、

役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう。 



  

技術関係職種 

工場長（構成員50人以上の工場の長（取締役兼任者を除く。）） 

技術部長（事務部長に同じ。） 

技術部次長（事務部次長に同じ。） 

技術課長（事務課長に同じ。） 

技術課長代理（事務課長代理に同じ。） 

技術係長（事務係長に同じ。） 

技術主任（事務主任に同じ。） 

技術係員 

技能・労務関係職種 

電話交換手（見習、外国語の電話交換手を除く。） 自家用乗用自動車運転手 

守衛 用務員 

海事関係職種 

船長・機関長 一等航海士・機関士 二等航海士・機関士 三等航海士・機関士 

運航士 甲板長・操機長 甲板手・操機手 甲板員・機関員 

（注）船舶の区分別に調査 

   遠洋：航行区域に限定のない総トン数20トン以上の船舶の乗組員 

   近海：北緯63度から南緯11度の間及び東経94度から175度の間の水域を航行区域とする総トン数20トン以上の船舶の乗組員 

   沿海・平水：港内又は湾内を航行区域とする総トン数５トン以上の船舶の乗組員 

教育関係職種 

大学学長・副学長・学部長 大学教授 大学准教授 大学講師 大学助教 

高等学校校長 高等学校教頭 高等学校教諭 

研究関係職種 

研究所長（構成員50人以上の所の長（取締役兼任者を除く。）） 

研究部(課)長（２室（係）以上又は構成員７人以上の部（課）の長） 

研究室(係)長（構成員３人以上の室（係）の長） 

主任研究員（下記研究員より上位の者（研究所長の職名を有する者、上記研究部（課）長

及び研究室（係）長を除く。）） 

研究員 研究補助員 

医療関係職種 

病院長（部下に医師又は歯科医師５人以上） 

副院長（上記病院長に事故等のあるときの職務代行者） 

医科長（部下に医師又は歯科医師１人以上） 

医師 歯科医師 

薬局長（部下に薬剤師２人以上） 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 栄養士 



  

理学療法士 作業療法士 

総看護師長（部下に看護師長５人以上） 看護師長（部下に看護師又は准看護師５人以上） 

看護師 准看護師 

 

  



  

別添１－② 

標本の抽出方法等 

 

１ 事業所の抽出  

（１）調査対象となる事業所は、人事院が、職種別民間給与実態調査対象事業所管理名簿か

ら抽出する。 

（２）人事院及び人事委員会の調査能力等を考慮し、かつ、都道府県・市・特別区別（69区

分）の母集団を基に事業所を抽出し、調査事業所とする。 

   なお、本調査は、人事院と各人事委員会がそれぞれ発出する給与に関する勧告の基礎

資料を得るべく共同で実施しているものであり、公務と比較するデータ（民間事業所の

常勤従業員の４月分給与）数の確保、実地調査能力及び過去の母集団に対する抽出率等

を総合的に勘案して決定しており、目標精度及び目標となる回収率の設定は行っていな

い。 

（３）層化の基準は、組織（本店・支店）、企業全体の従業員数による規模及び産業とする

（839層）。 

（４）事業所の抽出は、公務と類似の業務に従事する従業員がどの層においても等しく調査

対象となるよう、層化無作為抽出法により抽出する。 

 

２ 該当従業員の抽出 

（１）該当従業員の抽出は、調査事業所において調査員が行う。 

（２）調査指定職種（支店長、事務部長、事務部次長等）に該当する従業員は、原則として

各調査指定職種の人数に応じた数の無作為抽出により選定する。 

 

３ 標本の代替 

事業所の移転等により当初予定していた調査対象に調査ができない場合、当該事業所が

該当する層から代替の標本を抽出する。 

 

４ 集計 

（１）「１ 事業所の抽出」についての集計に当たっては、事業所の抽出率の逆数を乗じ母

集団に復元している。 

（２）「２ 該当従業員の抽出」についての集計に当たっては、従業員の抽出率の逆数を乗

じ母集団に復元している。 

  



  

別添１－③ 

集計事項一覧 

 

１ 初任給調査票関係 

    (1)初任給の改定状況（学歴別、企業規模別、採用状況別割合・初任給の改定状況別割合） 

 (2)初任給関係職種の職種別、学歴別、企業規模別事業所数等及び平均初任給月額 

(3)初任給関係職種の職種別、学歴別、企業規模別、地域別平均初任給月額 

(4) 事務員・技術者の学歴別、金額階層別、企業規模別事業所分布割合 

２ 個人票関係 

 (1) 職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額 

 (2) 再雇用者の職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額 

 (3) 職種別、年齢階層別平均支給額 

 (4) 職種別、企業規模別、年齢階層別平均支給額 

(5) 事務・技術関係職種における職種別、学歴別、年齢階層別平均支給額 

 (6) 事務・技術関係職種における職種別、企業規模別、学歴別、年齢階層別平均支給額 

 (7) 事務・技術関係職種における職種別、産業別、年齢階層別平均支給額 

３ 事業所票(1)関係 

  特別給の支給状況（平均所定内給与月額別、特別給の支給額別、特別給の支給割合の半

期別、職種別支給状況） 

４ 事業所票(2)関係 

 (1)住宅手当の支給状況等（住宅手当の支給・非支給別、借家・借間及び自宅に対する支

給状況別、企業規模別事業所割合、借家・借間に対する住宅手当の支給形態及び支給要

件、手当額の決定要素別、企業規模別事業所割合） 

 (2)国内異動における手当等の支給状況 

(3)前年冬季賞与の考課査定分の割合（企業規模別、役職段階別一定率（額）・考課査定の

配分状況別事業所割合） 

(4)給与改定の状況（役職段階別、企業規模別、給与改定状況別事業所割合） 

(5)定期昇給の状況（役職段階別、企業規模別、定期昇給制度の状況別事業所割合） 

(6)定年制の有無及び定年年齢の状況 

(7)定年年齢を60歳から引き上げた事業所における常勤従業員の給与の状況 

  

以  上    


